
  
インボイス特例要
件を満たしている
場合は補助上限に
50 万円を上乗せ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※小規模事業者持続化補助金の概要については裏面をご覧ください。 
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【経営計画作成支援セミナー申込書】 FAX：64-2656      北上商工会議所 経営支援課 行 

事業所名  業  種  

参加者名  Ｔ Ｅ Ｌ  

Ｆ Ａ Ｘ  メールアドレス  

※ご記入いただいた個人情報は、本講座の実施・運営のほか各種情報提供の目的のみに使用致します。 

国の補助金を活用して販路開拓をしてみませんか？小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業
者の皆様が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更などに対応するために取組む販路開拓
等の取組の経費の一部を補助するものです。経営計画の策定だけではなく、補助金申請に係るポ
イントについてわかりやすく解説いたします。ぜひこの機会に受講し、販路開拓並びに生産性向
上に係る取組を行ってみませんか。 

第１回 令和６年１月19日（金） 
午後１時30分～午後４時30分 
・「小規模事業者持続化補助金」の概要 

・「経営計画書」等の作成手順 

 

  
 

場 所 北上商工会館 

講 師 ㈱高橋コンサルティングオフィス 
 代表取締役 高 橋 雅 裕 氏（中小企業診断士） 

受講料 無料 

申込方法 ①申込書に必要事項をご記入の上、FAX にて申込 

②申込フォームにて申込(https://forms.gle/H6oi7tRr7xC6aTU88) 

小規模事業者持続化補助金に対応！経営計画作成のポイントをわかりやすく解説 

第２回経営計画作成支援セミナー 

販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ 

第２回 令和６年２月２日（金） 
午後１時30分～午後４時30分 
・「経営計画書」完成に向けてのブラッシュアップ 

 

 お問い合わせ・申込先 
北上商工会議所 経営支援課 

TEL：65-4211 FAX：64-2656 E-mail：info@kitakamicci.jp 

 



小規模事業者持続化補助金 

小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む 
販路開拓等の取組を支援するための補助金です。 
補助対象者 

 小規模事業者［商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成５年法律第 

 ５１号）第２条を準用］ 

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数  ５人以下 

サービス業 常時使用する従業員の数  ５人以下 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数  20人以下 

製造業その他 常時使用する従業員の数  20人以下 

補助対象 

 チラシ作成、販促用ＰＲ、店舗改装、展示会・商談会への出展、ショーケースや冷凍冷蔵庫等、 

ネット販売システムの構築・ウェブサイト作成、新商品の開発等 (ウェブサイト関連費は補助金交付

申請額の１/４を上限) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※インボイス特例要件 
2021年９月 30日から 2023年９月 30日の属する課税期間で一度でも免税
事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち適格
請求書発行事業者の登録を受けた場合は補助上限に 50 万円を上乗せ 

（令和４年度第２次補正予算小規模事業者持続化補助金） 

＜一般型＞の今後スケジュール 

第 15回応募締切：令和６年２月下旬予定 

ＵＲＬ：https://r3.jizokukahojokin.info 
 

 

 

・補助上限額：50万円 

・補助率：2/3 

・要 件：なし 
 

 

 

 

 

・補助上限額：200万円  
・補助率：2/3(赤字事業者につ
いては 3/4) 

・要  件：補助事業実施期間に
事業場内最低賃金を地域別最
低賃金より＋30円以上とした
事業者 

 

   

 

・補助上限額：200万円 
・補助率：2/3 
・要 件：小規模事業者として 
定義する従業員の枠を超え、 
事業規模を拡大する事業者 

 

 

 

  

 

 

・補助上限額：200万円 
・補助率：2/3 
・要 件：将来的に事業承継を 
行う予定があり、新たな取組 
を行う後継者候補として「アト 
ツギ甲子園」のファイナリス 
トまたは準ファイナリストに
なった事業者 

 

 

 

  
 

 

・補助上限額：200万円 
・補助率：2/3 
・要 件：「認定市区町村」また
は「認定市区町村」と連携し
た「認定連携創業支援等事業
者」が実施した「特定創業支
援等事業」による支援を公募
締切時から起算して過去３か
年の間に受け、かつ過去３か
年の間に開業した事業者 

 

 

  


